利用 (りよう)契約書 (けいやくしょ)
特定 (とくてい)非営利 (ひえいり)活動 (かつどう)法人 (ほうじん)　曖 (あい)

様 (さま)利用者 (りようしゃ)（以下 (いか)、「利用者 (りようしゃ)」という）と、特定 (とくてい)非営利 (ひえいり)活動 (かつどう)法人 (ほうじん)　曖 (あい)（以下 (いか)「事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)」という。）は、利用者 (りようしゃ)が事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)から提供 (ていきょう)する介護 (かいご)給付費 (きゅうふひ)サービス等 (とう)を受 (う)け、それに対 (たい)する利用 (りよう)料金 (りょうきん)を支払 (しはら)うことについて、次 (つぎ)のとおり契約 (けいやく)（以下 (いか)、「本契約 (ほんけいやく)」という。）を締結 (ていけつ)します。

第 (だい)１条 (じょう)（目的 (もくてき)）
　本契約 (ほんけいやく)は、障 (しょう)がい者 (しゃ)の日常生活及 (にちじょうせいかつおよ)び社会 (しゃかい)生活 (せいかつ)を総合的 (そうごうてき)に支援 (しえん)するための法律 (ほうりつ)等 (など)関係 (かんけい)法令 (ほうれい)の理念 (りねん)に則 (のっと)り事業所 (じぎょうしょ)が提 (てい)供 (きょう)する介護 (かいご)給付費 (きゅうふひ)対象 (たいしょう)サービス等 (とう)の内容 (ないよう)を明確 (めいかく)にし、利用者 (りようしゃ)と事業所 (じぎょうしょ)の双方 (そうほう)の理解 (りかい)と合意 (ごうい)のもとにサービスが提供 (ていきょう)されることを目的 (もくてき)とします。

第 (だい)２条 (じょう)（期間 (きかん)）
１　本契約 (ほんけいやく)の契 (けい)約 (やく)期間 (きかん)は、平成 (へいせい)　　年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち)から平成 (へいせい)　　年 (ねん)　　月 (がつ)　　日 (にち)までとします。但 (ただ)し、契約 (けいやく)満了 (まんりょう)日 (び)以前 (いぜん)に、利用者 (りようしゃ)が障害 (しょうがい)程度 (ていど)区分 (くぶん)の変更 (へんこう)を受 (う)け支給 (しきゅう)期間 (きかん)の満了 (まんりょう)日 (び)が更新 (こうしん)された場合 (ばあい)には、変更後 (へんこうご)の有効 (ゆうこう)期間 (きかん)の満了 (まんりょう)日 (び)をもって契約 (けいやく)期間 (きかん)の満了 (まんりょう)とします。
[bookmark: _GoBack]２　契約 (けいやく)期間 (きかん)満了 (まんりょう)日 (び)の２週 (しゅう)間 (かん)以 (い)上 (じょう)前 (まえ)に、利用者 (りようしゃ)から解約 (かいやく)の申し込み (もうしこみ)がない場合 (ばあい)、　　この契約 (けいやく)は自動 (じどう)更新 (こうしん)され、以降 (いこう)も同じ (おなじ)内容 (ないよう)で更新 (こうしん)されるものとします。

第 (だい)３条 (じょう)（支援 (しえん)計画 (けいかく)）
１　サービス (さーびす)管理 (かんり)責任者 (せきにんしゃ)は、利用者 (りようしゃ)の置 (お)かれている環境及 (かんきょうおよ)び日常 (にちじょう)生活 (せいかつ)全般 (ぜんぱん)の状況 (じょうきょう)等 (とう)を通じて (つうじて)利用者 (りようしゃ)及び (および)その家族 (かぞく)が希望 (きぼう)する生活 (せいかつ)や課題 (かだい)を明らか (あきらか)にし適切 (てきせつ)な支援 (しえん)内容 (ないよう)に基づき (もとづき)目標 (もくひょう)を設定 (せってい)し、利用者 (りようしゃ)やその家族 (かぞく)等 (とう)への面接 (めんせつ)とサービス担当者 (たんとうしゃ)会議 (かいぎ)を経て (へて)、利用者 (りようしゃ)の個別 (こべつ)支援 (しえん)計画 (けいかく)を作成 (さくせい)します。
２　個別 (こべつ)支援 (しえん)計画 (けいかく)作成後 (さくせいご)、少 (すく)なくとも６ヶ (か)月 (げつ)に１回 (かい)以上 (いじょう)見直 (みなお)しを行 (おこな)い必要 (ひつよう)に応 (おう)じて変更 (へんこう)します。
３　個別 (こべつ)支援 (しえん)計画 (けいかく)の内容 (ないよう)については、利用者 (りようしゃ)とその家族 (かぞく)に対 (たい)して説明 (せつめい)し、文書 (ぶんしょ)により同意 (どうい)を求 (もと)めます。

第 (だい)４条 (じょう)（サービス内容 (ないよう)）
１　事業所 (じぎょうしょ)は、個別 (こべつ)支援 (しえん)計画 (けいかく)に基づいて (もとづいて)、「重要 (じゅうよう)事項 (じこう)説明書 (せつめいしょ)」に記載 (きさい)されている内容 (ないよう)のサービスを提供 (ていきょう)します。
２　利用者 (りようしゃ)の意思 (いし)と人格 (じんかく)を尊重 (そんちょう)し、常に (つねに)利用者 (りようしゃ)の立場 (たちば)に立 (た)ってサービスを提供 (ていきょう)します。

第 (だい)５条 (じょう)（利用料 (りようりょう)）
１　利用 (りよう)申込者 (もうしこみしゃ)は、「重要 (じゅうよう)事項 (じこう)説明書 (せつめいしょ)」に定める (さだめる)所定 (しょてい)の利用者 (りようしゃ)負担 (ふたん)額 (がく)及び (および)サービス料金 (りょうきん)にかかる実費 (じっぴ)負担 (ふたん)額 (がく)を事業所 (じぎょうしょ)に支 (し)払 (はら)います。ただし、介護 (かいご)給付費 (きゅうふひ)等 (とう)については、事業所 (じぎょうしょ)が市町 (しちょう)から代理 (だいり)して受領 (じゅりょう)した場合 (ばあい)は、利 (り)用 (よう)者 (しゃ)が直 (ちょく)接 (せつ)支 (し)払 (はら)う必 (ひつ)要 (よう)はありません。
２　事業所 (じぎょうしょ)は、当月 (とうげつ)の利用 (りよう)料金 (りょうきん)の合計 (ごうけい)額 (がく)の請求書 (せいきゅうしょ)を翌月 (よくげつ)末 (まつ)までに送付 (そうふ)します。
３　利用者 (りようしゃ)は、当月 (とうげつ)の利用 (りよう)料金 (りょうきん)の合計 (ごうけい)を「重要 (じゅうよう)事項 (じこう)説明書 (せつめいしょ)」に定 (さだ)める方 (ほう)法 (ほう)により、翌月 (よくげつ)末 (まつ)（土日 (どにち)祝祭日 (しゅくさいじつ)は翌月 (よくげつ)）までに支払 (しはら)います。
４　事業所 (じぎょうしょ)は、利用者 (りようしゃ)から利用 (りよう)料金 (りょうきん)の支払い (しはらい)を受 (う)けた時 (とき)は、利用者 (りようしゃ)に領収書 (りょうしゅうしょ)を発行 (はっこう)します。銀行 (ぎんこう)振込 (ふりこみ)の場合 (ばあい)は、振込書 (ふりこみしょ)を領収書 (りょうしゅうしょ)とみなしますが、必 (ひつ)要 (よう)に応 (おう)じて領 (りょう)収書 (しゅうしょ)も発行 (はっこう)します。

第 (だい)６条 (じょう)（利用 (りよう)料金 (りょうきん)の変更 (へんこう)）
１　国 (くに)の定める (さだめる)費用 (ひよう)に変更 (へんこう)があった場合 (ばあい)、事業所 (じぎょうしょ)は当該 (とうがい)利用者 (りようしゃ)負担 (ふたん)額 (がく)を変更 (へんこう)することができるものとします。
２　事業所 (じぎょうしょ)は、法 (ほう)に基 (もと)づく介 (かい)護 (ご)給 (きゅう)付 (ふ)費 (ひ)対 (たい)象 (しょう)外 (がい)サービスに要 (よう)する費 (ひ)用 (よう)を物 (ぶっ)価 (か)の変 (へん)動 (どう)その他 (た)の理由 (りゆう)により相当 (そうとう)な額 (がく)に改訂 (かいてい)することができるものとします。なお、改訂 (かいてい)した場合 (ばあい)は、別紙 (べっし)「重要 (じゅうよう)事項 (じこう)説明書 (せつめいしょ)」にその旨 (むね)を記載 (きさい)するものとします。

第 (だい)７条 (じょう)（生産 (せいさん)活動 (かつどう)と工賃 (こうちん)の支払 (しはらい)）
１　事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)は、第 (だい)３条 (じょう)に規定 (きてい)する個別 (こべつ)支援 (しえん)計画 (けいかく)において生産 (せいさん)活動 (かつどう)の内容 (ないよう)を定め (さだめ)、利用者 (りようしゃ)に対して (たいして)適切 (てきせつ)な生産 (せいさん)活動 (かつどう)支援 (しえん)を行います (おこないます)。
２　事業所 (じぎょうしょ)は、生産 (せいさん)活動 (かつどう)における事業 (じぎょう)収入 (しゅうにゅう)から必要 (ひつよう)経費 (けいひ)を除した (じょした)額 (がく)に相当 (そうとう)する工賃 (こうちん)を利用者 (りようしゃ)に支払います (しはらいます)。

第 (だい)８条 (じょう)（事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)の具体的 (ぐたいてき)義務 (ぎむ)）
１（安全 (あんぜん)配慮 (はいりょ)義務 (ぎむ)）　事業所 (じぎょうしょ)は、サービスの提供 (ていきょう)にあたって、利 (り)用 (よう)申 (もうし)込 (こみ)者 (しゃ)及 (およ)び利 (り)用 (よう)者 (しゃ)の生命 (せいめい)、身体 (しんたい)、財産 (ざいさん)の安全 (あんぜん)・確保 (かくほ)に配慮 (はいりょ)します。
２（説明 (せつめい)義務 (ぎむ)）事業所 (じぎょうしょ)は、本契約 (ほんけいやく)に基 (もと)づ (づ)く内 (ない)容 (よう)について、利用者 (りようしゃ)やその家族 (かぞく)等 (とう)の質問 (しつもん)等 (など)に対 (たい)して適 (てき)切 (せつ)に説 (せつ)明 (めい)します。
３（守秘 (しゅひ)義務 (ぎむ)）事業所 (じぎょうしょ)及 (およ)び従事者 (じゅうじしゃ)は、本契約 (ほんけいやく)によるサービスを提供 (ていきょう)するにあたって知 (し)り得 (え)た利 (り)用 (よう)者 (しゃ)や家族 (かぞく)等 (とう)の秘密 (ひみつ)について、正当 (せいとう)な理由 (りゆう)がある場合 (ばあい)を除き (のぞき)第三者 (だいさんしゃ)に開示 (かいじ)することはありません。
４（身体 (しんたい)拘束 (こうそく)、虐待 (ぎゃくたい)等 (など)の禁止 (きんし)）　事業所 (じぎょうしょ)は、利用者 (りようしゃ)又 (また)は他 (た)の利用者 (りようしゃ)等 (とう)の生命 (せいめい)又 (また)は身体 (しんたい)を保護 (ほご)するため緊急 (きんきゅう)やむを得 (え)ない場 (ば)合 (あい)を除 (のぞ)いて、身体的 (しんたいてき)拘束 (こうそく)その他 (た)利用者 (りようしゃ)の行動 (こうどう)を制限 (せいげん)したり、虐待 (ぎゃくたい)等 (など)の行為 (こうい)をしないものとする。
５（記録 (きろく)整備 (せいび)保存 (ほぞん)義務 (ぎむ)）事業所 (じぎょうしょ)は、サービス提供 (ていきょう)に関 (かん)する記録 (きろく)を整備 (せいび)し、サービスの提供 (ていきょう)日 (び)から５年間 (ねんかん)保存 (ほぞん)します。利用者 (りようしゃ)は、事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)の窓口 (まどぐち)営業 (えいぎょう)時間内 (じかんない)（９：００～１７：００）に自分 (じぶん)の記録 (きろく)を見 (み)ることができますし、実費 (じっぴ)を負担 (ふたん)してコピーすることもできます。
第 (だい)９条 (じょう)（事故 (じこ)と損害 (そんがい)賠償 (ばいしょう)）
１　事業所 (じぎょうしょ)は、サービスの提供 (ていきょう)によって事故 (じこ)が生じた (しょうじた)場合 (ばあい)には、速 (すみ)やかに市町村 (しちょうそん)・利用者 (りようしゃ)の家族 (かぞく)等 (とう)に連絡 (れんらく)して必要 (ひつよう)な措置 (そち)を講 (こう)じます。
２　事業所 (じぎょうしょ)は、サービスを提供 (ていきょう)するにあたって、利用者 (りようしゃ)に損害 (そんがい)を与 (あた)えた場 (ば)合 (あい)、法律上 (ほうりつじょう)の賠償 (ばいしょう)責任 (せきにん)が発生 (はっせい)する時 (とき)には、保険 (ほけん)会社 (がいしゃ)との協議 (きょうぎ)の上 (うえ)、その範囲内 (はんいない)で賠償 (ばいしょう)を行 (おこな)います。ただし、事業所 (じぎょうしょ)の過失 (かしつ)と考 (かんが)えられない場 (ば)合 (あい)ものについては、責任 (せきにん)を負 (お)いかねますのであらかじめご承 (しょう)知 (ち)下 (くだ)さい。
３　事業所 (じぎょうしょ)利用中 (りようちゅう)、その身 (しん)上 (じょう)に関 (かん)することは一切 (いっさい)後見人 (こうけんにん)等 (とう)が引 (ひ)き受 (う)け、万一 (まんいち)利用者 (りようしゃ)の過失 (かしつ)により施 (し)設 (せつ)に損 (そん)害 (がい)を与 (あた)えた場 (ば)合 (あい)は、後見人 (こうけんにん)等 (とう)が責任 (せきにん)を負 (お)い弁 (べん)償 (しょう)していただきます。

第 (だい)１０条（契約 (けいやく)の終了 (しゅうりょう)事由 (じゆう)）
本契約 (ほんけいやく)は、以下 (いか)の各号 (かくごう)に基 (もと)づく契約 (けいやく)の終了 (しゅうりょう)が生 (しょう)じた場 (ば)合 (あい)に終了 (しゅうりょう)するものとします。
１　利用者 (りようしゃ)が死亡 (しぼう)した場合 (ばあい)
２　事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)が解 (かい)散 (さん)命 (めい)令 (れい)を受 (う)けた場 (ば)合 (あい)、破産 (はさん)した場合 (ばあい)又 (また)はやむを得 (え)ない事 (じ)由 (ゆう)により事業所 (じぎょうしょ)を閉鎖 (へいさ)した場合 (ばあい)
３　事業所 (じぎょうしょ)の滅失 (めっしつ)や重大 (じゅうだい)な毀損 (きそん)により、サービスの提供 (ていきょう)が不可能 (ふかのう)になった場合 (ばあい)
４　事 (じ)業 (ぎょう)者 (しゃ)が指 (し)定 (てい)を取 (と)り消 (け)された場 (ば)合 (あい)又 (また)は指定 (してい)を辞退 (じたい)した場合 (ばあい)
５　第 (だい)１１条 (じょう)から第 (だい)１２条 (じょう)に基 (もと)づき本 (ほん)契 (けい)約 (やく)が解 (かい)約 (やく)又 (また)は解除 (かいじょ)された場合 (ばあい)
６　第 (だい)２条 (じょう)の契 (けい)約 (やく)期間 (きかん)が満了 (まんりょう)した場合 (ばあい)（ただし、満了前 (まんりょうまえ)に契約 (けいやく)の更新 (こうしん)の手 (て)続 (つづ)きが取 (と)られた場 (ば)合 (あい)は除 (のぞ)く）

第 (だい)１１条 (じょう)（利用者 (りようしゃ)からの中途 (ちゅうと)解約 (かいやく)）
１　利用者 (りようしゃ)は、本契約 (ほんけいやく)の有効 (ゆうこう)期間中 (きかんちゅう)、本契約 (ほんけいやく)を解約 (かいやく)することができます。この場合 (ばあい)には、利用者 (りようしゃ)は契 (けい)約 (やく)終了 (しゅうりょう)を希望 (きぼう)する日 (ひ)の７日 (にち)前 (まえ)までに事業所 (じぎょうしょ)に通知 (つうち)するものとします。
２　利用者 (りようしゃ)が、前 (ぜん)項 (こう)の通 (つう)知 (ち)を行 (おこな)わずに事 (じ)業 (ぎょう)所 (しょ)から退去 (たいきょ)した場合 (ばあい)には、事 (じ)業 (ぎょう)所 (しょ)が利 (り)用 (よう)者 (しゃ)の解 (かい)約 (やく)の意 (い)思 (し)を知 (し)った日 (ひ)をもって、本契約 (ほんけいやく)は解約 (かいやく)されたものとします。

第 (だい)１２条 (じょう)（利用者 (りようしゃ)からの契約 (けいやく)解除 (かいじょ)）
利用者 (りようしゃ)は、事業所 (じぎょうしょ)もしくはサービス従事者 (じゅうじしゃ)が以下 (いか)の事項 (じこう)に該当 (がいとう)する行 (こう)為 (い)を行 (おこな)った場 (ば)合 (あい)には、直 (ただ)ちに本契約 (ほんけいやく)を解約 (かいやく)することができます。
１　事業所 (じぎょうしょ)もしくはサービス従事者 (じゅうじしゃ)が正当 (せいとう)な理由 (りゆう)なく本契約 (ほんけいやく)に定 (さだ)めるサービスを実施 (じっし)しない場合 (ばあい)。
２　事業所 (じぎょうしょ)もしくはサービス従事者 (じゅうじしゃ)が、第 (だい)７条 (じょう)１項 (こう)から４項 (こう)に定 (さだ)める義務 (ぎむ)に違反 (いはん)した場合 (ばあい)。
３　事業所 (じぎょうしょ)もしくはサービス従事者 (じゅうじしゃ)が故意 (こい)又 (また)は過失 (かしつ)により利用者 (りようしゃ)もしくはその家族 (かぞく)等 (とう)の生命 (せいめい)・身体 (しんたい)・財物 (ざいぶつ)・信用 (しんよう)を傷 (きず)つけることなどによって、本契約 (ほんけいやく)を継続 (けいぞく)しがたい重大 (じゅうだい)な事情 (じじょう)が認 (みと)められる場 (ば)合 (あい)。

第 (だい)１３条 (じょう)（事 (じ)業 (ぎょう)所 (しょ)からの契 (けい)約 (やく)解 (かい)除 (じょ)）
事業所 (じぎょうしょ)は、利用者 (りようしゃ)が以下 (いか)の事項 (じこう)に該当 (がいとう)する場合 (ばあい)には、本契約 (ほんけいやく)を解除 (かいじょ)することができます。
１　利 (り)用 (よう)者 (しゃ)に支 (し)払 (はら)い能 (のう)力 (りょく)があるにもかかわらず第 (だい)５条 (じょう)に定 (さだ)めるサービス利用 (りよう)料金 (りょうきん)が３ヶ (か)月 (げつ)以 (い)上 (じょう)遅 (ち)滞 (たい)し、相 (そう)当 (とう)期 (き)間 (かん)を定 (さだ)めた催告 (さいこく)にもかかわらず故 (こ)意 (い)に支 (し)払 (はら)わない場合 (ばあい)。
２　利用者 (りようしゃ)が、他 (た)の利用者 (りようしゃ)の生命 (せいめい)・身体 (しんたい)・財物 (ざいぶつ)・信用 (しんよう)を傷 (きず)つけることなどによって、本契約 (ほんけいやく)を継続 (けいぞく)しがたい重大 (じゅうだい)な事情 (じじょう)を生 (しょう)じさせ、その状況 (じょうきょう)の改善 (かいぜん)が見 (み)込 (こ)めない場 (ば)合 (あい)。
３　利用者 (りようしゃ)が、故意 (こい)又 (また)は重大 (じゅうだい)な過失 (かしつ)により、事業所 (じぎょうしょ)もしくはサービス従事者 (じゅうじしゃ)の生命 (せいめい)・身体 (しんたい)・財物 (ざいぶつ)・信用 (しんよう)を傷 (きず)つけることなどによって、本契約 (ほんけいやく)を継続 (けいぞく)しがたい重大 (じゅうだい)な事情 (じじょう)を生 (しょう)じさせ、その状況 (じょうきょう)の改善 (かいぜん)が見込 (みこ)めない場合 (ばあい)。
４　利用者 (りようしゃ)が連続 (れんぞく)して、３ヶ月 (かげつ)を超 (こ)えて医療 (いりょう)機関 (きかん)に入院 (にゅういん)すると確実 (かくじつ)に見込 (みこ)まれる場合 (ばあい)、又 (また)は現 (げん)に連続 (れんぞく)して３ヶ月 (かげつ)を超 (こ)えて入 (にゅう)院 (いん)した場 (ば)合 (あい)。

第 (だい)１４条 (じょう)（サービス利用 (りよう)料金 (りょうきん)のキャンセル）
　サービス利用 (りよう)のキャンセルについては、サービス利用 (りよう)日 (び)の当日 (とうじつ)朝 (あさ)９時 (じ)までに申出 (もうしで)のない場合 (ばあい)は、利用者 (りようしゃ)は重要 (じゅうよう)事項 (じこう)説明 (せつめい)書 (しょ)に定 (さだ)め (め)る (る)キャンセル料 (りょう)として食事 (しょくじ)の実費 (じっぴ)相当 (そうとう)額 (がく)を支払 (しはら)うものとします。

第 (だい)１５条 (じょう)（苦情 (くじょう)解決 (かいけつ)）
利 (り)用 (よう)申 (もうし)込 (こみ)者 (しゃ)及 (およ)び利 (り)用 (よう)者 (しゃ)は、本契約 (ほんけいやく)に基 (もと)づくサービスに関 (かん)して、いつでも重要 (じゅうよう)事項 (じこう)説明書 (せつめいしょ)に記載 (きさい)されている方法 (ほうほう)により苦情 (くじょう)を申 (もう)し立 (た)てることができます。

第 (だい)１６条 (じょう)（協 (きょう)議 (ぎ)事 (じ)項 (こう)）
本契約 (ほんけいやく)に定 (さだ)められていない事項 (じこう)について問題 (もんだい)が生 (しょう)じた場 (ばあい)合には、事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)は障害者 (しょうがいしゃ)総合 (そうごう)支援法 (しえんほう)その他 (た)諸法令 (しょほうれい)の定 (さだ)めるところに従 (したが)い、利用者 (りようしゃ)及 (およ)びその家族 (かぞく)等 (とう)と誠意 (せいい)をもって協議 (きょうぎ)するものとします。
上記 (じょうき)の契約 (けいやく)を証 (しょう)するため、本書 (ほんしょ)２通 (つう)を作成 (さくせい)し、利用者 (りようしゃ)、事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)が記名 (きめい)押印 (おういん)の上 (うえ)、各 (かく)１通 (つう)を保 (ほ)有 (ゆう)するものとします。

平成 (へいせい)　　　年 (ねん)　　　月 (がつ)　　　日 (にち)

ご利 (り)用 (よう)者 (しゃ)　　　　住所 (じゅうしょ)　〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 (いん)　　

身元引受人 (みもとひきうけにん)　　　住所 (じゅうしょ)　〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名 (しめい)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 (いん)　　


事業所 (じぎょうしょ)　　　　住所 (じゅうしょ)　〒５０９－５１１４
　　　岐阜県土岐市肥田町浅野799　　　　　　　　　　

名 (めい)　称 (しょう)　生活支援ハウス　un・un　　　　　　　　　　　

所 (しょ)　長 (ちょう)　　　江口　浩美　　　　　　　　　　　　印　
